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SMAジャパンが開催する SMA Solar Academy に関する参加条件（2018年 10月

版） 

1. 適用範囲 

本条件は、SMA ジャパン株式会社(以下、SMA)が開催する対面式研修とオンライン研修(以下、個別の呼称又は総称として「Solar 

Academy」という）への皆様の参加に適用する。 

本条件は、皆様と SMAの間で締結する。本条件は、皆様が予約手続きの過程で本条件を承諾した時点で、皆様と SMAの間の

参加契約を構成する。 

2. 契約の締結 

Solar Academyの提供者及び参加契約に関する皆様の契約パートナーは、SMA である。SMAは、SMBC GMO PAYMENT株式会

社の SMBC GMO PAYMENTシステムにより支払いの処理を行う。皆様は SMAが開催する Solar Academyの予約手続きの過程

でこの条件を承諾することとなる。疑義を避けるため明記すると、SMBC GMO PAYMENT の条件は、申込の処理にのみ有効で

あり、SMAと皆様の間の参加契約を構成するものではない。 

皆様は、当社のウェブサイトから 1件又は複数の Solar Academyの登録を行うことができる。ただし、SMAには、いかなる登録

も受け入れる義務はない。SMAウェブサイト上の Solar Academyの説明は、もっぱら情報提供を目的としており、皆様と契約を

締結する拘束力のある申込ではない。Solar Academyを予約する際、株式会社フューチャースピリッツが提供するフォームメー

ラーシステムで本条件を受諾するか尋ねられる。フォームメーラーから申込みを行うと SMBC GMO PAYMENTシステムより支

払いの案内メールが届き、そのメールに記載のあるリンクをクリックすると、Solar Academy の代金を支払うことができる。皆

様と SMAの間の参加契約の締結は、SMBC GMO PAYMENT  システムから受け取る Eメールで確認する。 

Solar Academy参加の取り消しは、Solar Academy初日の 8営業日前までに smasolaracademy@sma-japan.comへ Eメールにて連絡

することにて行うことができる。Solar Academy初日の 8営業日前までに参加を取り消した場合、Solar Academyの代金は返金さ

れないが、次回以降の参加に振り替えることができる。 

3. Solar Academyの開催場所 

Solar Academyのご案内において別段の記載がない限り、Solar Academy開催場所はすべて SMA（住所：東京都港区芝 3-23-1セ

レスティン芝三井ビル 8階）である。 

4. Solar Academyの受講費用に含まれるもの 

Solar Academyのご案内において別段の記載がない限り、Solar Academy参加料に下記のサービスが含まれる。 

• 教材 

• イベント関連資料 
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5. 参加者の変更 

  solaracademy@sma-japan.comへ Eメールにて連絡することで、いつでも新たな参加者として登録してない者を皆様に代

わりに Solar Academyに参加させることができる。その場合、新たな参加者の氏名を提出すること。参加者を変更しても追加費

用は請求されない。 

6. Solar Academyの中止 

当社は、正当な理由（講師の病気や出席できない状況、不可抗力を含むがこれらに限定されない）により、賠償責任を負うこと

なくいつでも Solar Academyを中止することができる。また、賠償責任を負うことなく、Solar Academyの参加者が最低必要人

数に達しない場合、研修初日の 3営業日前までに、Solar Academyを中止することができる。 

Solar Academyを中止する場合、当社は、Eメールで速やかに通知する。この場合でも支払い済みの Solar Academy受講費用は全

額返金されないが、次回以降の Solar Academy受講費用に振り替えることが出来る。当社は、Solar Academyに出席するために

皆様が負担した費用やその他の損害を補償する責任を負わない。例えば、交通費や宿泊費の補償は行わない。 

7. 変更する権利の留保 

当社は、Solar Academy期間中又はその前に、（例えば、法令の改正の結果として）Solar Academyのコンテンツ、プロセス、方

法及び構成を変更することができる。ただし、かかる変更によって、広告された Solar Academyに関する参加者の利益に重大な

変化が生じないことを条件とする。当社は、必要に応じて（例えば、講師の病気や出席できない場合、ただし、これらに限定さ

れない）予定された講師を当該分野で同等の資格を有する他の講師に変更することができる。 

Solar Academyで提供される資料は、当社が知り得る限度に基づくものとする。当社は、コンテンツの正確性、的確性、完全性、

品質、又はコンテンツが最新であるか否かに対していかなる責任も負わない。 

8. 教材の使用法 

当社は、教材のすべての配付物のコンテンツに対して無制限の権原及び所有権を保持する。皆様は、Solar Academyに関するす

べての料金を支払うことを条件に教材を持ち帰ることができる。教材を第三者と共有することや第三者のために使用することは

禁止されている。 

Solar Academy期間中又はその前に SMAから提供又は手渡された資料及びソフトウェアは、SMA Solar Academy AGの事前の書

面による同意なしに、複製、加工、複写、流布、電子装置によるパブリックレンダリングに使用してはならない。この禁止事項

に違反した場合、参加者は、SMAに補償を求められることがある。 

9. 責任の制限 

契約義務違反及び不法行為を含め、参加契約（本条件を含む）に起因又は関連して参加者が被った損害に対するいかなるクレー

ムや費用のいかなる補償も、法的根拠にかかわらず、免除されるものとする。これはまた、不備のある契約の締結に起因するク

レームにも適用される。 

責任の制限は、製造物責任に関する法律に起因する損害、SMA 側又はその代理人側の故意又は重大な過失による損害、死亡、

身体的傷害又は健康の悪化による損害、悪意のある隠蔽による損害、重大な契約義務の違反による損害には適用されない。ただ

し、重大な契約義務の違反に対する補償額は、故意又は重大な過失の場合や死亡、身体的傷害又は健康被害によるものを除き、

標準的な契約における予見可能な損害額を上限とする。重大な契約義務とは、何よりその履行が契約の適切な実行をもたらし、

そしてその順守が契約パートナーの継続的な信頼をもたらすものをいう。 

SMA側の責任の免除及び制限は、SMAの従業員、代表者及び代理人の個人的責任にも適用される。 

上記の規定によって、立証責任が変更され、顧客が損害を被ることはない。 
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Solar Academyは、いかなる種類の保証もなく、現状有姿の状態で提供される。SMAは、明示的か黙示的かを問わず、法令によ

るか（義務的でないか）それ以外かにかかわらず、あらゆる種類のすべての保証、条件及び義務（より大きな確実性に対するも

のを含む）を拒否し、商品として通用する品質、市場性又は特定の目的に対する適合性に対する黙示的な保証を拒否する。 

10. 準拠法及び裁判管轄 

参加契約（本条件を含む）は、日本法に従う。参加契約に起因又は関連するすべての紛争の独占的な専属的合意裁判管轄裁判所

は、東京地方裁判所とする。 

SMA ジャパン株式会社 

 


